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「肌着の校則見直し」について 

 晩秋の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、「肌着の校則見直し」について、下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。 

記 

１ 生徒総会で確認された内容（生徒から出た意見です。） 

〇肌着の色を「黒」も認めてほしい。 

・バックプリント、中央部のマークなどはなし。マークはあっても、制服のネームサイズ程度。細かい部

分は各自でモラルを守る。 

・現時点で、面接や入試時には印象が悪くならないようにする必要もあるので、目立たない色にする。 

２ 見直した校則について（新旧の比較） 

これまでの校則 見直した校則 

男子 

〇肌着は必ず着用する。 

〇色は白、灰色。白無地 Tシャツ可。 

冬服の場合 

〇学生服の内からは、白・紺・黒の派手ではない

Tシャツ・トレーナーとする。（夏服の上着可） 

男女共通 

（夏服の場合） 

○肌着は必ず着用する。 

○色は、白・肌色・黒系統とする。 

※バックプリント、中央部のマークなどはなし。マーク

はあっても、制服のネームサイズ程度。細かい部分は

各自でモラルを守る。（各家庭で判断する） 

（冬服の場合） 

○肌着は夏服に準ずる。 

○学生服の内からは、白・灰色・黒系統の T シャツ・ト

レーナーとする。（夏服の上着可） 

○ブレザーの内からは、指定の白の半袖・長袖シャツ。 

女子 

〇肌着を着用する。 

〇肌着及びタンクトップとする。 

〇色は白、肌色、灰色のみとする。 

 （色柄、おしゃれ用は禁止） 

冬服の場合 

〇中着は指定の白の半袖・長袖シャツ 

 肌着を着用する。上記に準ずる。 

３ 校則見直しの理由 

生徒・保護者および先生方の意見を集約すると、 

⑴ ３７名中、３２名が賛成、どちらでもかまわないが５名、反対は０名だった。（全６７世帯中） 

  全保護者の意見の集約はできなかったが、大多数の意見が見直しに賛成だと考えられる。 

⑵ 保護者からも、思春期の子どもの心理面を考慮しての意見が多い。 

⑶ 本校は白以外に灰色や肌色など複数の色を指定している。それでも、透けるのを防止するために黒

を認めて欲しいという意見が多い。（メーカーによるとベージュ色が透けにくい） 

⑷ 生徒からはすべて自由という意見ではなく、保護者からもすべて自由にという意見は少ない。ただ

し、保護者の中には肌着の色を学校で指定するのはおかしいとの意見もある。 

⑸ 現在、本校の生徒は、制服の違反もなく校則をきちんと守っているといえる。その中から出てきた

提案なので、困り感があることを解消する必要がある。（反抗やわがままではない） 

⑹ 市販されている肌着は無地でバックプリントや柄や模様がないものが多いと考えられる。ただし、

Tシャツを肌着として着用した場合に、中央部のマークやバックプリントが目立ってしまうと考え

られる。したがって、生徒会執行部より提案のあった、意見を尊重する。 

⑺ 高校入試の面接時には印象が悪くならないようにとあるが、この件についても、保護者からはその

ような指導は教育の本質上よくないとの意見がある。したがって、面接時の肌着の色を学校が指示

することはやめ、家庭の責任の下、親子で相談するのが本来の姿であると思う。 

                      以上のことから、今回、校則の見直しを決定しました。 

 

公印

省略 



４ 校則の見直しについての流れ 

 ⑴ 生徒総会にて、生徒会執行部より提案あり。（５月） 

 ⑵ 保護者アンケートの実施（６～７月） 

保護者アンケートの結果「肌着の色を（黒）も認めることについて」 

保護者アンケート結果（回答３７） 賛 成 反 対 どちらでも 

世帯数（６８） 肌着の見直し ３２（８６％） ０（１７％） ５（１４％） 

（賛成である理由）抽出し一部紹介 

○子どもたちが考えた理由に悪意がないと思うので、大人も受け止めるべき。 

〇白より黒のほうが目立たない。透けない。○下着が透けにくい。（雨に降られることも…） 

○肌着がすけるのはストレスをかんじていました。気にならないと思っている方がいらしたら、ぜひ、自分も着て

みて下さい。ましてや雨などでぬれた時も考えてほしいです。 

○そもそも肌着の色がなぜ、そこまで重要なのか全く理解できない。 

○一番の理由は生徒総会で話し合った上で出された意見であるという事です。「黒も認めてほしい」という理由

も整合性があり、逆に、これがもし認められない場合、その理由をきちんと説明していただかないとなりません。 

○黒を認めることが賛成ではなく、そもそも肌着の色をチェックされているという気持ち悪さをどうかしてほしい。 

○肌着が黒だからといって、支障があるとは思わない、派手な色や柄物とはちがい、無地の黒は賛成です。 

○白色はすぐに変色が目立ち、長持ちしないが、黒色であれば長く着ることができる。 

○無地であれば、肌着の色は何色でもいいと思う。透けて見える事の方が問題あり。 

○肌着で印象が悪くなるというのも理解できない。小学校までは、色・柄に問題なく見られるのに、中学校～は

色・柄によって問題視されるのは不思議。 

○黒も賛成です。基本的に白をつけることが多いのですが、白だと黄ばみなどでも目立つこともあり、黒だと助

かります。建設的な意見として、「マークを目立たないものにする」「入試の時には白をつける」などの対応でよい

と思いました。 

○今は不審者とかも多い世の中なので盗撮などの被害にあわないよう、身を守るためにも黒を認めてほしい。 

○逆に白はどうかと思う。肌着まで指定する必要は無いと思います。なぜ指定する必要があるのですか？ 

○黒を認めない理由が見当たらない。校則の見直しを生徒会で起案し、それを学校側が受け入れる姿勢はとて

もいいことだと思います。 

○赤など派手じゃなければいいのではないでしょうか。白・グレー・黒でいいと思います。（バックプリントなし） 

⑶ PTA役員へアンケート結果の公表（８月） 

 ⑷ 職員の意見集約（９月） 

 ※さまざまな意見が寄せられ、職員や保護者役員の意見を聞き、校内で検討を実施 

 ⑸ 生徒会執行部への報告と確認（９月） 

 ⑹ 全体集会にて、生徒会執行部より全校生徒に報告（９月） 

⑺ 保護者への公文発送（１０月） 

 

【お願い】 

今後も学校は生徒と一緒に、「学校生活をよりよく改善するために、自分達の足元を見つめ、

今、私達にできることは何か」を考える場を設定し、真剣に話し合いを行っていきます。 

 また、「校則の見直し」などは子ども達や職員だけで見直すものではありません。保護者や地

域のみなさまの意見を伺いながら積極的に話し合いを行う必要があると考えております。 

 しかし、校則の項目によってはすぐに変更できないこともご理解いただきたいと思います。

そして、校則は、生徒自身や保護者の判断が必要になることを理解し、各家庭で責任を持っ 

て話し合い判断・対応していただくようにお願いします。 

最後に、保護者の意見にもありましたが、今後も職員は生徒の人権に触れるような校則は見 

直しを行い、生徒の人権に配慮した支援に努めて参ります。 

大宜味中学校職員一同 

 


